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業務規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（立会の区分及び時間）

第５条 （略）

（立会の区分及び時間）

第５条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 祝日取引（第８条第２項第２号に規定す

る祝日取引をいう。）を行う場合における

当該立会の区分及び各立会の取引時間は、

前２項の規定を準用する。

（新設）

（売買注文の受付）

第６条 （略）

（売買注文の受付）

第６条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 祝日取引（第８条第２項第２号に規定す

る祝日取引をいう。）を行う場合における

売買注文の受付時間は、前２項の規定を準

用する。

（新設）

（営業日及び休業日）

第８条 当社は、次に掲げる日を休業日と

し、その他の日を営業日とする。

（営業日及び休業日）

第８条 当社は、次に掲げる日を休業日と

し、その他の日を営業日とする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） １月１日 （４） 年首３日

（５） １月２日 （新設）

（６） １月３日 （新設）

（７） （略） （５） （略）

２ 休業日においては、当社の市場における

立会（立会外取引並びにＥＦＰ取引及びＥ

ＦＳ取引を含む。以下この条において同

じ。）を行わない。ただし、次の各号に定

める時間においては、この限りでない。

２ 休業日においては、当社の市場における

立会を行わない。ただし、当該休業日の前

日が営業日であるときの夜間立会は除く。

（１） 休業日の前日が営業日であるとき

の当該休業日における夜間立会の時間

（新設）

（２） 立会を行う日として、第１項各号

（第１号、第２号及び第４号を除く。）

に掲げる日のうち、株式会社日本取引所

グループ及びその子会社（当社を含

む。）におけるシステム稼働等のために

当社が必要と判断する日並びにリスク管

理の観点から当社が取引を行わないこと

が適当と判断する日を除外して、当社が

定める日（以下「祝日取引実施日」とい

う。）に行う各立会（以下「祝日取引」

という。）の取引時間

（新設）

３ 当社は、祝日取引を行う場合において

は、次の各号に掲げる事項を当該各号に定

めるときまでに取引参加者に通知する。た

だし、当社が必要と認める場合はこの限り

ではない。

（新設）
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（１） 祝日取引実施日の予定

祝日取引実施日の属する年の前年の２

月の末日

（２） １月から６月までにおける祝日取

引実施日

祝日取引実施日の属する年の前年の６

月の末日

（３） ７月から１２月までにおける祝日

取引実施日

祝日取引実施日の属する年の前年の１

２月の末日

４ （略） ３ （略）

５ 前項の場合には、当社は、あらかじめそ

の旨を取引参加者に通知するものとする。

４ 前項の場合には、当社は、あらかじめそ

の旨を取引参加者及び株式会社日本証券ク

リアリング機構（以下「クリアリング機

構」という。）に通知するものとする。

（立会の臨時開閉）

第９条 （略）

（立会の臨時開閉）

第９条 （略）

２ 前項の場合には、当社は、速やかにその

旨を取引参加者に通知するものとする。

２ 前項の場合には、当社は、速やかにその

旨を取引参加者及びクリアリング機構に通

知するものとする。

（取引の対象物品等）

第１２条 （略）

（取引の対象物品等）

第１２条 （略）

２ 祝日取引の対象とする商品たる物品又は

電力は、前項各号に掲げるとおりとする。

（新設）

３ 前項の規定にかかわらず、取引管理上の

理由その他やむを得ない理由により、当社

が祝日取引を行うことが適当でないと認め

た取引の対象物品等は、当社が別に定める

ところにより祝日取引の対象から除外する

ことができる。

（新設）

（当月限納会日及び当月限取引最終日）

第１５条 （略）

（当月限納会日及び当月限取引最終日）

第１５条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前項の場合には、当社は、あらかじめそ

の旨を取引参加者に通知するものとする。

４ 前項の場合には、当社は、あらかじめそ

の旨を取引参加者及びクリアリング機構に

通知するものとする。

（新甫発会日等）

第１６条 （略）

（新甫発会日等）

第１６条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前項の場合には、当社は、あらかじめそ

の旨を取引参加者に通知するものとする。

４ 前項の場合には、当社は、あらかじめそ

の旨を取引参加者及びクリアリング機構に

通知するものとする。

（ギブアップ申出）

第２９条 付替元取引参加者は、ギブアップ

の対象となる売買約定について、当該売買

（ギブアップ申出）

第２９条 付替元取引参加者は、ギブアップ

の対象となる売買約定について、当該売買
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約定の内容及び付替先取引参加者を指定

し、当社に申出（以下「ギブアップ申出」

という。）を行うことができる。当該申出

は、当該売買約定が成立した計算区域（株

式会社日本証券クリアリング機構（以下

「クリアリング機構」という。）が定める

計算区域をいう。以下同じ。）後のギブア

ップ細則に定める時限までに当社に行うも

のとする。

約定の内容及び付替先取引参加者を指定

し、当社に申出（以下「ギブアップ申出」

という。）を行うことができる。当該申出

は、当該売買約定が成立した計算区域（ク

リアリング機構が定める計算区域をいう。

以下同じ。）の日中立会終了後のギブアッ

プ細則に定める時限までに当社に行うもの

とする。

２ （略） ２ （略）

（テイクアップ申出等）

第３０条 前条第２項の規定により通知を受

けた付替先取引参加者は、当該通知に係る

売買約定が成立した計算区域後のギブアッ

プ細則に定める時限までに、次の各号に掲

げる申出のいずれかを、当社に対して行う

ものとする。

（テイクアップ申出等）

第３０条 前条第２項の規定により通知を受

けた付替先取引参加者は、当該通知に係る

売買約定が成立した計算区域の日中立会終

了後のギブアップ細則に定める時限まで

に、次の各号に掲げる申出のいずれかを、

当社に対して行うものとする。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（特別売買）

第３４条 （略）

（特別売買）

第３４条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 前各項の申出は、当該計算区域後の午後

４時３０分までに行うものとする。ただ

し、取引参加者端末の故障等やむを得ない

事情がある場合は、この限りでない。

５ 前各項の申出は、当該計算区域の日中立

会終了後の午後４時３０分までに行うもの

とする。ただし、取引参加者端末の故障等

やむを得ない事情がある場合は、この限り

でない。

（受渡日）

第６３条 （略）

（受渡日）

第６３条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項の場合には、当社は、あらかじめそ

の旨を取引参加者に通知するものとする。

３ 前項の場合には、当社は、あらかじめそ

の旨を取引参加者及びクリアリング機構に

通知するものとする。

（最終決済日）

第７５条

（最終決済日）

第７５条

２ （略） ２ （略）

３ 前項の場合には、当社は、あらかじめそ

の旨を取引参加者に通知するものとする。

３ 前項の場合には、当社は、あらかじめそ

の旨を取引参加者及びクリアリング機構に

通知するものとする。

（公表事項）

第９５条 当社は、次に掲げる事項を公表す

るものとする。

（公表事項）

第９５条 当社は、次に掲げる事項を公表す

るものとする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 祝日取引実施日 （新設）

（３） （略） （２） （略）

（４） （略） （３） （略）
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（５） （略） （４） （略）

（６） （略） （５） （略）

（７） （略） （６） （略）

（８） （略） （７） （略）

（９） （略） （８） （略）

２ 前項の規定による公表期間は、その公表

した日から起算し、第１号から第６号まで

は５営業日、第７号及び第８号は当日、第

９号は当社が定める期間とする。

２ 前項の規定による公表期間は、その公表

した日から起算し、第１号から第５号まで

は５営業日、第６号及び第７号は当日、第

８号は当社が定める期間とする。

（届出事項）

第１４１条 取引参加者は、次の各号のいず

れかに掲げる場合に該当するに至ったとき

は、遅滞なく（第１５号に掲げる場合に該

当するに至ったときにあっては、あらかじ

め）、その旨を書面をもって当社に届け出

なければならない。

（届出事項）

第１４１条 取引参加者は、次の各号のいず

れかに掲げる場合に該当するに至ったとき

は、遅滞なく、その旨を書面をもって当社

に届け出なければならない。

（１）～（１４） （略） （１）～（１４） （略）

（１５） 祝日取引実施日における取引を

開始するとき

（新設）

２～４ （略） ２～４ （略）

附  則

１ この改正規定は、令和４年９月２１日又

は商品先物取引法（昭和２５年法律第２３

９号）第１５６条第１項の認可を受けた日

のいずれか遅い日から施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場

合その他やむを得ない事由により、前項に

定める日から施行することが適当でない場

合には、当該日から３月以内の日で、当社

が別に定める日から施行する。
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システム売買実施細則の一部改正新旧対照表

新 旧

（売買注文の有効期限等）

第５条 売買注文は、取引参加者（業務規程

第６条第１項に定める取引参加者をいう。

以下同じ。）が指定した日（ＳＣＯにあっ

ては、売買注文が登録された計算区域）の

日中立会終了後に効力を失うものとする。

ただし、指定日が当社の休業日にあたる場

合（祝日取引（業務規程第８条第２項第２

号に規定する祝日取引をいう。以下同

じ。）を行う場合を除く。）は、前営業日

の日中立会終了後に効力を失うものとす

る。

（売買注文の有効期限等）

第５条 売買注文は、取引参加者（業務規程

第６条第１項に定める取引参加者をいう。

以下同じ。）が指定した日（ＳＣＯにあっ

ては、売買注文が登録された計算区域）の

日中立会終了後に効力を失うものとする。

ただし、指定日が当社の休業日にあたる場

合は、前営業日の日中立会終了後に効力を

失うものとする。

２ （略） ２ （略）

（売買注文の効力）

第６条の２ 売買注文の効力は、第５条に定

めるところによる。ただし、次の各号に該

当する場合の売買注文の効力は、当社がこ

れを失わせることができる。

（新設）

（１） 祝日取引を行うとき。

（２） 業務規程第９条第１項の規定に基

づき臨時に立会の停止が行われたとき。

２ 前項第１号の規定に基づき当社が効力を

失わせる対象は、当社が別に定める期間の

範囲内で取引参加者が指定した期間が満了

する日（休業日に当たる場合は、順次繰り

上げる。）の日中立会終了後に効力を失う

条件が付された売買注文とする。

（立会の一時中断）

第１５条 （略）

（立会の一時中断）

第１５条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項に規定する当社が適当と認める時間

とは、次の各号に定めるところによる。た

だし、取引状況等を勘案して当社が必要と

認める場合には、当社がその都度定める時

間とする。

３ 前項に規定する当社が適当と認める時間

とは、次の各号に定めるところによる。た

だし、取引状況等を勘案して当社が必要と

認める場合には、当社がその都度定める時

間とする。

（１） 第１項第１号及び第２号の規定に

よる立会の一時中断 ３０秒とする。た

だし、祝日取引を行う場合においては６

０秒とする。

（１） 第１項第１号及び第２号の規定に

よる立会の一時中断 ３０秒とする。

（２）・（３）（略） （２）・（３）（略）

４ （略） ４ （略）

附  則

１ この改正規定は、令和４年９月２１日か

ら施行する。
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２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場

合その他やむを得ない事由により、令和４

年９月２１日から施行することが適当でな

いと当社が認める場合には、同日後の当社

が定める日から施行する。
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ギブアップ細則の一部改正新旧対照表

新 旧

（ギブアップの申出時限）

第３条 業務規程第２９条第１項のギブアッ

プ細則に定める時限とは、ギブアップ申出

の対象となる売買約定が成立した計算区域

後の午後５時３０分までとする。

（ギブアップの申出時限）

第３条 業務規程第２９条第１項のギブアッ

プ細則に定める時限とは、ギブアップ申出

の対象となる売買約定が成立した計算区域

の日中立会終了後の午後５時３０分までと

する。

（テイクアップの申出時限）

第４条 業務規程第３０条第１項のギブアッ

プ細則に定める時限とは、テイクアップ申

出の対象となる売買約定が成立した計算区

域後の午後５時４５分までとする。

（テイクアップの申出時限）

第４条 業務規程第３０条第１項のギブアッ

プ細則に定める時限とは、テイクアップ申

出の対象となる売買約定が成立した計算区

域の日中立会終了後の午後５時４５分まで

とする。

附  則

１ この改正規定は、令和４年９月２１日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場

合その他やむを得ない事由により、令和４

年９月２１日から施行することが適当でな

いと当社が認める場合には、同日後の当社

が定める日から施行する。
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立会外取引実施細則の一部改正新旧対照表

新 旧

（申出時間） （申出時間）

第３条 （略） 第３条 （略）

２ 祝日取引（業務規程第８条第２項第２号

に規定する祝日取引をいう。）を行う場合

における申出時間は、前項の規定を準用す

る。

（新設）

附  則

１ この改正規定は、令和４年９月２１日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場

合その他やむを得ない事由により、令和４

年９月２１日から施行することが適当でな

いと当社が認める場合には、同日後の当社

が定める日から施行する。
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ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引実施細則の一部改正新旧対照表

新 旧

（申出時間） （申出時間）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ 祝日取引（業務規程第８条第２項第２号

に規定する祝日取引をいう。）を行う場合

におけるＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引の申出

時間は、前項の規定を準用する。

（新設）

附  則

１ この改正規定は、令和４年９月２１日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場

合その他やむを得ない事由により、令和４

年９月２１日から施行することが適当でな

いと当社が認める場合には、同日後の当社

が定める日から施行する。
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取引参加者に関する施行細則の一部改正新旧対照表

新 旧

（届出事項）

第１６条 業務規程第１４１条第１項各号の

届出は、次の各号に定めるところにより行

うものとする。

（届出事項）

第１６条 業務規程第１４１条第１項各号の

届出は、次の各号に定めるところにより行

うものとする。

（１）～（１６） （略） （１）～（１６） （略）

（１７） 業務規程第１４１条第１項第１

５号に該当したとき 祝日取引に係る取

引の開始等に関する届出書

（新設）

２～６ （略） ２～６ （略）

附  則

１ この改正規定は、令和４年９月２１日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場

合その他やむを得ない事由により、令和４

年９月２１日から施行することが適当でな

いと当社が認める場合には、同日後の当社

が定める日から施行する。

別表（様式）

条項 申請書等 様式

（略）

第１６条第１項

第１７号

祝日取引に係

る取引の開始

等に関する届

出書

様式３４

（略）

別表（様式）

条項 申請書等 様式

（略）

（新設） （新設） （新設）

（略）
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